
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

令
和
二
年
度
に
お
け
る
特
別
休
暇
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
三

条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
）
の
影
響
に
よ
り
疲
弊
し
た
地
域
経
済
の
活
性
化
及
び
年
末
年

始
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
、
そ
の
期
間
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
三
年
一
月

十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
三
日
を
超
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
備
考
の
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


